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	 お電話はこちら
	 ご予約 24時間対応
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世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）のHPをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）院長の五十嵐と申します。



HPをご覧いただきますとお分かりになられるかと思いますが、世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）は、交通事故治療・むちうち治療に力を入れております。近年、交通事故の件数自体は取り締まりも厳しくなってきましたので、徐々に減少しておりますが、まだ一定数の交通事故は発生しております。

交通事故に遭われてしまった際に最も大切なのは治療です。交通事故によって大小関わらずケガを負ってしまいますので、その治療をしっかりとしなければ後遺症を残してしまう可能性がありますので、危険なのです。

その為、世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）では交通事故治療・むちうち治療を施すことによって、辛い症状をキレイに改善させて行ける様日々精進しております。
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交通事故のよくある質問
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アクセス
			[bookmark: access]


                	所在地	〒158-0081 東京都世田谷区深沢 5-5-17
	電話番号	090-8043-4028
	予約	保険外診療のみ予約制です。
	休診日	土曜午後、日曜午後、祝日
	院長	五十嵐 英隆



バスでのアクセス

　　　当院の前が「深沢不動前」のバス停になります。

ご来院の際はバスがとても便利になります。

※クリックでPDFデータがご覧いただけます。
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駐車場のご案内

当院に近い駐車場のご案内を致します。
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大きな地図で見る
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当院の特徴
			●交通事故治療・むちうち治療21時まで受付可能

世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）にて、交通事故治療・むちうち治療を受けられる際は、21時まで受付しておりますので、お仕事などで遅くなると言う方も安心して受けられることが出来ます。



●専門の交通事故治療・むちうち治療

世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）の交通事故治療・むちうち治療は、投薬や手術は一切行わない根本治療となっております。よくいらっしゃるのが交通事故当初は何もむちうち症などの症状が表れなかったが、時間が経ってから急に辛い症状に襲われてしまったというケースです。交通事故で一番気を付けなければならない事がここでして、どんなに自分では無傷だど思っていてもむちうち症などの辛い症状が後々表れてくることが多いので、お早目に世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）の交通事故治療・むちうち治療を受けられることをオススメ致します。



●国家資格者による交通事故治療・むちうち治療

世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）には、柔道整復師という国家資格者が常勤しておりますので、安心で安全な交通事故治療・むちうち治療を受けることが出来ます。意味のないマッサージや長時間の電気治療を一切行わず、原因に対して最も効果的な交通事故治療・むちうち治療を世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）は施していきます。また、世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院（ABS整骨院）の交通事故治療・むちうち治療は各種保険（自賠責保険・任意保険等）を使用することが出来ますので、費用に関してもご安心ください。


		
慰謝料計算機（簡単に慰謝料の計算が可能です！）
			
交通事故通院慰謝料シミュレーター

	通院開始日
※病院・整骨院どちらか早い方の日付	
	治療終了日	
	実治療日数
※病院・整骨院どちらも含む	 日


 慰謝料を計算する



※慰謝料の計算式は3種類あり、今回の計算は自賠責基準値を元にした計算となります。（数値は前後します）当院が提携している交通事故専門の弁護士に相談をすると慰謝料額が増額されます。お気軽にご相談下さい。
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保険会社に騙されるな！
	整骨院での交通事故治療はNG？
	病院の同意書が必要？
	仕事中の事故は必ず労災保険？
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